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その１ 道徳科の評価について 
□子どもの成長を積極的に受け止め,認め励ます,個人内評価とし
て記述式で行います。 

□個々の内容項目ごとではなく，大くくりなまとまりを踏まえた評価
をします。 

その２ 道徳科の授業における児童生徒の評価の視点 
□ 他者の考え方や議論に触れ，自律的に思考する中で，     
一面的な見方から多面的・多角的な見方へと発展しているか, 
道徳的価値の理解を自分自身との関わりの中で深めているか 
といった点を重視することが重要です。 

 

その３ 道徳科の授業づくりで大切なこと 
□教師は明確な意図（道徳的価値・児童生徒理解・教材の活用）を
もって授業を行いましょう。 

「道徳教育の全体計画」 作成のポイント 
□目指す子ども像を明確にして道徳教育の重点目標を設定しましょう。 
□校内の先生方と共に道徳教育の重点目標を決め出し，共通理解を図りましょう。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

「道徳科の評価の考え方を踏まえた授業改善」のポイント 
 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

                                  

令和２年２月４日 

次年度に向けて,これからの時期が, 
道徳教育の全体計画の見直しのチャンスです！ 

 

道徳教育の全体計画の見直しのチャンスです！ 
, 

道徳教育のより一層の充実に向けて 
―道徳教育パワーアップ研究協議会― 

 小学校では昨年度から，中学校では今年度から「特別の教科 道徳」

（以下，道徳科）が実施となり，各校では，道徳科の授業の効果的な

指導方法や評価について関心が高まっています。 

1 月の北信地区道徳教育パワーアップ研究協議会では，文部科学省

からの伝達講習や道徳教育推進校の実践発表に加え，長野県立大学 准

教授 馬場 智一 先生より道徳授業における対話的な学びの可能性につ

いての講義・演習が行われました。 
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（文部科学省委託事業） 

つながる食育推進事業 授業公開について 

長野県教育委員会事務局保健厚生課 

今回は須坂市の各モデル校で行われた授業公開の様子をお伝えします。 

 

令和元年11月 22日（金） 須坂市立東中学校３年１組 特別活動 

中学卒業後はこれまで当たり前に食べていた学校給食がなくなり，自分で食事を選択していくことになります。そこ

で，７月に測定した身体組成データを分析し，１週間の食生活を振返りながら，これから先も健康的な生活を続

けていくために自己課題を見直し意思決定する授業を，担任と栄養教諭の TT で行いました。 

生徒からは「骨密度が低いのは普段の生活で乳製品を摂らな

いから。これから工夫して摂りたい。」など，具体的な改善に向け

た発言があり，データという根拠を踏まえて自分事として考える

姿が見られました。 

また，この授業を文部科学省初等中等教育局健康教育・

食育課の清久利和食育調査官が視察され，直接ご指導いた

だきました。 

 

令和元年12月５日（木） 須坂市立仁礼小学校６年仁組 家庭科 

既習学習の「五大栄養素」や「主食・主菜・副菜」を意識しながら，「みんなで食べるランチ」の献立を考える授業

を家庭科専科教諭と栄養教諭の TT で行いました。 

栄養教諭が用意したおかずカードを参考に，すべての栄養素が整っているか教科書で確認しながら，班ごとにテー

マを決め意見を出し合いながら献立を作成し発表しました。ピクニックをテーマにした班では，みんなで楽しく食事がで

きる献立，家で食べる昼食をテーマにした班では，家にあるもので作る献立。さらに，足りない栄養素を補うため，

既習内容を生かし旬の果物をプラスする工夫もあり，参観者も感心していました。 

この授業の前に，持参した弁当箱に当日の学校給食を詰める活動をしたことにより，改めて主食・主菜・副菜を

そろえる大切さを理解したことで，献立づくりのポイントに気付き，より深い学びにつながりました。 

 

 
 

 

仁礼小学校 ６学年家庭科の授業 
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令和元年11月 22日（金） 長野県つながる食育推進委員の皆様との意見交換会 

文部科学省 清久食育調査官の視察に合わせ，長野県つながる食育推進委員の皆様との意見交換会を実施

しました。 

須坂市では，市の食育推進計画担当の健康づくり課と教育委員会が連携し，市内のすべての子どもたちが成

長段階に応じて「つける力」を整理し，その目標に向かって行政，学校，家庭，地域が担う役割をリーフレットにま

とめ活用しています。 

また，市教育委員会は，小学校１年では親子給食と保護者に向けた栄養教諭の食育講話，小学校４年と

中学校１年では食育授業を必須で実施することとしており，市内のすべての児童生徒が食育を受ける機会を確保

しています。さらに，教育委員会（学校給食センター）の年間食育計画をもとに，各学校の課題に応じた食に関

する指導の全体計画が作成され，栄養教諭と連携した食育が実施される仕組みになっており，教育委員会のバッ

クアップにより必須学年以外においても食育を取入れる学校が年々増えているということです。 

参加された委員からは，「小中の９年間を意識し，教科横断的な視点で資質・能力(自己管理能力)を育てて

いくことは，新学習指導要領の目標につながる」などの意見が出されました。 

清久食育調査官からは，「須坂市では，発達段階に応じた食育を一貫して実施する仕組みができており，各

学校で計画的に実施されていることが素晴らしい。全国に発信していきたい。」とのお話をいただきました。 

今後，モデル校の児童生徒，保護者，教職員のアンケート結果から本事業の成果を評価するとともに，須坂

市の取組を周知し，他地域への展開を図ってまいります。 

 

 
 

       

意見交換会の様子 

清久食育調査官のお話 
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障害者差別解消法 
2016（平成 28）年 4月 1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行さ

れました。すべての国民が障がいの有無によって分け隔てられることなく，相互に人格と個性を尊

重し合いながら共生社会の実現をめざす法律です。学校においても「合理的配慮」を行うことが義

務づけられています。 

ヘイトスピーチ解消法 
2016（平成 28）年 6月 3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組

の推進に関する法律」が施行されました。日本に住む日本以外の出身者や子孫に対する差別意識を

助長・誘発し，地域社会から排除することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。本邦外

出身者に対する不当な差別的言動を解消するための教育活動とその取組を行うことが規定されて

います。 

部落差別解消推進法 
2016（平成28）年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました。現在

もなお部落差別が存在し，情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部

落差別は許されないもの」という認識のもと，部落差別のない社会の実現をめざす法律です。その地域の

実情に応じ，部落差別を解消するための「教育及び啓発」を行うように努めることが求められています。 
 

三つの差別を解消するための法律が施行され，三年が経過しました。これらの法律が学校の人権

教育に生かされているでしょうか。 

人権に関わる法律を全職員が理解し，目の前の児童・生徒に寄り添った支援が大切です。各学校

では，これらの法律をもとに人権教育の計画を見つめ直し，すべての児童・生徒が安心して生活の

できる学校となるように人権教育の推進を行っていきましょう。 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

「春休みの課題帳」をご活用ください 
 長野県総合教育センターのホームページには，「休みの

課題帳」が掲載されています。３学期も残り２ヶ月を切

りました。学年末休業の課題としてはもちろんですが，

学年末の確認問題としても活用することができます。国

語，算数・数学，理科の３教科を用意してあります。ぜ

ひ，一度総合教育センターのホームページを覗いてみて

ください。 

 休みの課題帳以外にも，算数・数学については「レビュ

ー問題」として，各単元（小単元）の確認問題も掲載され

ています。こちらも併せてご活用ください。 

 

「ファイナルチェック問題」もご活用ください 

 基礎的･基本的な知識･技能や活用する力の定着状況を把握し，当該学年における学習内

容の確実な定着を図っていくことに役立てていただけるように，国語，算数・数学，英語

の３教科についてファイナルチェック問題を配信します。これまで，ファーストチェック

問題（６月），セカンドチェック問題（11月）を配信してまいりましたが，その最終版と

なります。ぜひ，学年末の定着状況を把握し，補完・補充指導にお役立てください。 

＝＝２月下旬には 各校へ メール配信します＝＝ 

長野県総合教育センター ホームページより 

検索      長野県総合教育センター 休みの課題帳 
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 上記の取組に加え，通級指導教室担当教員が週一回，教室を訪問し，授業参観を通して困り感をもった

生徒の支援の方向について情報共有したり，通級指導教室での支援につなげたりしています。 

 

UDリーダーは，香山俊路先生です。屋代中学校では，「安心して参加できる授

業の工夫」を窓口に，生徒が安心して学習や活動に取り組める支援や生徒の理解

を助ける配慮に着眼し，日々の授業改善に取り組んでいます。 

【ＵＤリーダーによる授業参観】 

・UDリーダーが，日常授業のユニバーサルデザイ

ン化という視点で校内の先生方の授業を参観し，

授業後に懇談の機会をもっています。どの生徒も

安心して参加できる授業に向けた授業改善の手応

えを感じる先生方が増えてきています。 

 

 

【ＵＤリーダーによる TT指導と発信・共有】 

・UDリーダーが，数，英，理の授業に TTとして

入り，教科担任と一緒に授業づくりを行ってい

ます。また，全職員で共有したい授業づくりの

ポイントなどについては，週に１回発行する職

員向け通信で紹介しています。 

【ＵＤリーダーによる職員研修】 

・読むこと，聞くことに対して苦手意識をもつ生

徒について理解を深める職員研修を実施してい

ます。一人一人の先生方が授業のUD化に向け

た自己課題を明確にし，学期末に各自の実践を

振り返り，次学期の実践につなげています。 

【信州大学 下山先生との連携】 

・UDリーダーがTT指導に入る授業を中心に，信州

大学の下山先生が授業参観しています。生徒の様子

を基に，UDリーダーと授業者の情報交換のコーデ

ィネートや，UDリーダーがどのように該当学級に

かかわっていくかについて助言いただいています。 

 
どの生徒も「わかる・できる」授業にむけて 

学校訪問で出会った「笑顔」
をコラム風に紹介します 
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【このエピソードから大事に考えたいこと】何を書いたらいいか決められずにいたＨさんが，「共に体験し

た友だち」を探して指名し，話を聞きながら，そこで感じた気持ちを味わい直したことで，一番書きたい話題

を決めることができました。指名をＨさんに委ねたことで，素敵な笑顔を生むことができました。 
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